
 

【
納
付
書
で
の
支
払
い
】

　
年
４
回
に
分
け
て
の
支
払
い
で

す
。
金
融
機
関
や
郵
便
局
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付（
バ

ー
コ
ー
ド
の
あ
る
も
の
に
限
る
）、

電
子
納
税
も

可
能
で
す
。

取
扱
店
等
の

詳
細
は
、
納

付
書
の
裏
面

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
給
与
か
ら
引
き
落
と
し
】

　
６
月
以
降
の
給
与
か
ら
毎
月
引

き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
年
の
途
中

で
退
職
等
さ
れ
た
場
合
は
、
退
職

時
に
残
り
の
税
額
を
一
括
で
引
き

落
と
し
さ
れ
る
か
、
納
付
書
で
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
（
住
民
税
）の
お
知
ら
せ

　
●
問
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合
わ
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（
本
庁
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令和 3年度所得および課税額証明書
（令和 2年分の所得証明）
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◆申請者　本人または同一世帯の家族（他世帯の方
は委任者本人が記入した委任状が必要）
◆申請・交付場所　市民課、市民税課、各支所・出
張所、総合社会福祉センター
◆持ち物　本人確認ができる書類（マイナンバーカ
ード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在
留カード等）
◆手数料　１通300円　
　※�コンビニエンスストアでの発行は、マイナンバ
ーカードの所有者本人のみ取得可能（ １通250
円）

◆その他　高校および大学の就学支援金等申請に必
要な「調整控除額」「調整額」については、令和3
年度分から所得および課税額証明書に記載してい
ます。　※コンビニエンスストア発行分を除く

【
新
た
に
年
金
か
ら

�

引
き
落
と
し
さ
れ
る
方
】

　
65
歳
以
上
（
昭
和
3１
年
４
月
２

日
以
前
生
ま
れ
）
の
年
金
受
給
者

で
、
前
年
中
の
年
金
所
得
に
係
る

市
民
税
・
県
民
税
額
が
あ
る
方
が

対
象
で
す
。

　
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
は
、

１0
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
、

令
和
３
年
度
の
年
金
所
得
に
係
る

市
民
税
・
県
民
税
の
う
ち
半
分
を

第
１
期
、
第
２
期
の
２
回
に
分
け

て
納
付
書
（
口
座
振
替
登
録
済
の

場
合
は
口
座
振
替
）
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
残
り
の
半
分
は
、

１0
月
以
降
に
振
り
込
み
の
年
金
か

ら
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。

【
す
で
に
年
金
か
ら

　
引
き
落
と
し
さ
れ
て
い
る
方
】

　
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か

ら
は
、
前
年
度
分
の
公
的
年
金
等

に
係
る
市
民
税
・
県
民
税
の
２
分

の
１
に
相
当
す
る
額
が
、
令
和
３

年
度
の
仮
徴
収
分
と
し
て
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
の
税
額
が
、
前
年

度
よ
り
も
増
減
し
た
場
合
は
、
１0

月
以
降
に
引
き
落
と
し
さ
れ
る
税

額
で
調
整
さ
れ
ま
す
。

※
年
金
に
係
る
市
民
税
・
県
民
税

の
納
付
方
法
は
、
年
金
か
ら
の

引
き
落
と
し
以
外
は
選
択
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
引
き
落
と

し
後
の
税
額
変
更
や
年
金
の
支

給
停
止
等
に
よ
り
、
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
所
得

税
の
確
定
申
告
の
受
付
期
間
が
延

長
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
３
月

確
定
申
告
期
間
延
長
に

伴
う
課
税

１6
日
以
降
に
所
得
税
の
確
定
申
告

を
さ
れ
た
場
合
は
、
令
和
３
年
度

市
民
税
・
県
民
税
の
当
初
税
額
決

定
通
知
書
に
、
申
告
さ
れ
た
内
容

が
反
映
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
書
の
内
容
が
確
認
で

き
次
第
、
随
時
課
税
内
容
を
変
更

し
、
変
更
通
知
書
等
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
配
当
や
株
式
等
譲
渡
所
得
の
あ

配
当
割
額
・
株
式
等
譲

渡
所
得
割
額
の
控
除

　
個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
を
６
月
初
旬
に
発
送
し
ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
の
上
、
ご
不
明
な

点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

る
方
で
、
市
民
税
・
県
民
税
の
配

当
割
額
・
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額

が
あ
り
、
市
民
税
・
県
民
税
の
控

除
ま
た
は
還
付
を
受
け
る
場
合
は
、

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
ま
で

に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
で

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
）
を
申
告
し
て
い
な

い
方
は
、
税
務
署
で
確
定
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）

の
申
請

納
付
方
法

納　期
第 1期 6月30日㈬
第 2期 8月31日㈫
第 3期 11月 1 日㈪
第 4期 1月31日㈪
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